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学校・幼稚園における地震対策マニュアル 

 
【Ⅰ】 大規模地震に係る基本的な対応 
１ 「東海地震に関連する情報」や警戒宣言への対応 
 平成１６年１月から、「東海地震に関連する情報」として、東海地震観測情報、東海地震

注意情報、東海地震予知情報が、気象庁から発表されることとなりました。 
 これまでは、内閣総理大臣からの警戒宣言の発令を受けて、県、市町村及び防災関係機

関等が一斉に事前の準備行動を行うこととされていましたが、この改正により、「東海地震

注意情報」が発表された段階から、“地震に備えた必要な準備行動”を開始することとなり

ます。 
 東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表や、警戒宣言の発表により、県内におい

ては、住民の帰宅などの対応行動が強化地域の内外を問わず広く行われることから、強化

地域内の学校においては、特に対策が必要です。 
その際、電話等が非常に利用しにくくなることが想定されるので、あらかじめ複数の通信

手段（電子メール、携帯電話メール、災害時優先電話等）の使用について、情報を収集し、

教職員に周知する必要があります。    
※  資料１  資料２  資料６ 

 
◆ 小学校・中学校（幼稚園）での対応 
① 教職員の直接管理下（授業、給食指導、部活動指導中等）で「東海地震に関連する情報」

や「警戒宣言」が発表された場合 
  ⅰ 東海地震観測情報が発表された場合 
     平常授業を続けますが、不十分な情報により園児・児童・生徒に不安が生じ

る恐れがある場合には、情報の内容・趣旨を放送を用いたり、担任、授業担

当等が説明するなどする。 
   ⅱ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合 
      幼稚園・学校は休園・休校となります。 
      園児・児童・生徒は原則として保護者へ引き渡し帰宅させます。 

教職員が引率して帰宅が可能な場合は帰宅させます。 
交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない場合は、氏名・人員等を確実 
に把握し、引き続き保護します。 

    「東海地震に関連する情報」や警戒宣言発表時の、交通機関の対応については 
公表されているので、帰宅の計画をあらかじめ具体的に作成しておきます。 

     ※ 資料３ 
 



 

② 教職員の間接的な管理下（休み時間、始業前、放課後）「東海地震に関連する情報」や

警戒宣言が発表された場合 
   ⅰ 東海地震観測情報が発表された場合 
      特別な対応はありません。 
   ⅱ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合 
       園児・児童・生徒を安全な場所に集め、保護者へ引き渡し帰宅させます。 

 教職員が引率して帰宅が可能な場合は帰宅させます。 
交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない場合は、氏名・人員等を確実 
に把握し、引き続き保護します。 

 
「東海地震に関連する情報」については情報のレベルによる交通機関の対応が 
予想できるので、帰宅の計画をあらかじめ具体的に作成しておきます。 

     幼稚園・学校にいない園児・児童・生徒に対して、東海地震注意情報、東海 
地震予知情報及び警戒宣言が解除されない間は休園・休校であることを伝え 
ます。当日の連絡ができないことが予想されるので対応について、日頃から 
周知しておきます。 

 
③ 社会見学、遠足等で「東海地震に関連する情報」や警戒宣言が発表された場合 
   集合解散場所から行事の実施場所まで地域が地震防災強化地域内か外かの別 

交通機関の運行状況等を事前に確認し、どの場所で発表されるとどのような 
状況となるかを想定しておきます。 
ⅰ 東海地震観測情報が発表された場合 

     特別な対応はありません。 
  ⅱ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合 
      教職員が園児・児童・生徒を徒歩で自宅近くの安全な場所（避難場所等） 
      まで引率します。状況により学校まで園児・児童・生徒を引率して戻る 
      ことも考えられます。 
 
④ 登校、下校時に「東海地震に関連する情報」や警戒宣言が発表された場合 
ア 園児・児童・生徒の行動 
ⅰ 東海地震観測情報が発表された場合 

     特別な対応はありません。 
  ⅱ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合 
     幼稚園・学校の実状に応じた対応をするが、登校中は、可能ならばそのまま

通学路を登校し、下校中は、通学路をそのまま安全に注意しながら下校する

ことを原則とする。 



 

交通機関を利用している園児・児童・生徒は、交通関係者の指示に従い、決

して自分勝手な行動をとらない。途中経路で園児・児童・生徒が集まり、互

いに助け合うようにする。 
なお、学校に向かうか家に向かうかを判断するポイント地点を、あらかじめ

通学路上に定めておきます。 
 
イ 教職員の行動 
ⅰ 東海地震観測情報が発表された場合 

     特別な対応はありません。 
  ⅱ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合 
      正確な情報の把握に努め、園児・児童・生徒、保護者に休校の連絡をします。 
      登校してきた園児・児童・生徒を把握するとともに、順次保護者への引き 

渡しを行います。降園・下校できない園児・児童・生徒を保護します。 
 
 
⑤ 「東海地震に関連する情報」や警戒宣言が発表された場合の留意点 

 
○ 情報の把握と的確な指揮のため本部を設置 
○ 正確な情報の把握 
○ 職員の参集、緊急時の役割分担等の確認 
○ 措置（休校、帰宅・保護、施設の保安措置、初期消火・救護の準備、休校中の管理

体制等）の決定・実施 
○ 関係機関（教育委員会、警察、消防、その他）及び保護者への連絡 
○ 園児・児童・生徒の指導・誘導 
・ 教室等への集合（登下校時の場合は、帰宅を指導。在宅の場合は、原則として

家族と行動を共にするよう指導。（※日頃から指導が重要である。） 
・ 状況（氏名、人数、異常の有無、帰宅手段の状況等）把握・記録 
・ 障害のある園児・児童・生徒の介助体制 
・ 地区別・方面別等の帰宅体制 
・ 保護者への引き渡しカード等の確認 
・ 通学距離が長い者、公共交通機関等の利用者、留守家庭等で帰宅できない者の

把握・保護 
 
 
 
 



 

２ 地震発生時の対応 
◆ 幼稚園・小学校・中学校での対応 
① 教職員の直接管理下（授業、給食指導、部活動指導中等）で地震に遭遇した場合 

 
ア 園児・児童・生徒の行動 
    普通教室では即座に机の下にもぐる習慣を身につけておくことが大切です。自分

で行動することが困難な園児・児童・生徒については、教職員等が援助（介助）

して身体を保護する必要があります。 
    特別教室や体育館では、地震に遭遇した時、普通教室と机の形・大きさ・数等が

違うため、どのように自分の身の安全を図るか、あらかじめ理解させておく必要

があります。 
    ストーブが転倒し火災となる可能性があるのでストーブの近くの園児・児童・生

徒は、速やかにストーブから離れます。 
 
 イ 教職員の行動（授業担当者等） 
    地震の際、まず園児・児童・生徒を机の下にもぐらせて両手で机の脚をしっかり

つかませ頭を保護するように指示します。（幼稚園では椅子など） 
    ストーブを使用しているときはストーブが倒れ火災が発生する可能性があるので 
    素早く消火し、ストーブの周りの生徒には速やかにストーブから離れるように 

指示します。 
    また、緊急事態に遭遇して園児・児童・生徒がパニックに陥ることが考えられる

ため、パニック状態の防止に努めます。 
    揺れがおさまったら、園児・児童・生徒の安全を確認し、ヘルメットや防災頭巾

があれば着用して、火の元の消火確認や避難路として出入口を確認します。 
    教職員は、いろいろな災害の状況を想定し、正確な情報の把握に努め、絶えず冷

静さを失わず適切な指示をすることができるように、平素から訓練を行い万全を

期しておくことが必要となります。 
 
 ウ 職員室に在室する教職員の行動（管理職等） 
    地震に遭遇したら、揺れがおさまった後に緊急放送をします。児童生徒の安全確

保、避難路の確認、火の元の消火を教職員に向けて指示します。緊急放送が出来

ないことが考えられるので、事前に放送内容の共通理解を図っておくことも大切

です。 
    全体への指示を出す教職員、校内を見回り状況を把握する教職員、緊急放送・連

絡する教職員、教職員不在教室の園児・児童・生徒の状況を確認する教職員など、

役割分担によりすばやく行います。 



 

② 教職員の間接的な管理下（休み時間、始業前、放課後等）で地震に遭遇した場合 
教科等の学習中の場合に比べ、指示や人員の把握がしにくい状況であることを踏まえ

た対応が必要です。この時間の園児・児童・生徒は、個人もしくはグループで校舎内

外に分散している状況が多いことを想定し、教室などでは机の下にもぐる、校舎外で

はガラスの飛散などが考えられるので校舎に近づかないなど、あらかじめ示された対

応や主体的な判断による対応ができるように指導しておきます。また、担任（または

それに代わる教職員）は自分の担任の教室へ直行し、その他の教職員は職員室に集合

するなど行動のルールを事前に決め、周知しておきます。 
 
③ 社会見学、遠足等で遭遇した場合 

社会見学や遠足等は、学校とは違う学習環境で行われるため、園児・児童・生徒の精

神面等では平常でないことが予想されます。また、見学場所等では学校には無い設備

や物品があったり、教職員以外の人の指示に従って学習したりすることが多々あり、

このような場面で地震に遭遇した場合は、その都度状況に応じた対応が要求されます。 
屋内にいる場合は、速やかに机の下などの安全な場所へ移動させる。海岸にいる場合

は津波、山間部にいる場合は山崩れや崖崩れが起こる可能性があるので、速やかに安

全な場所に避難させるなど、具体的な対応については、あらかじめ非常の場合の行動

計画を作成し、これに基づいて行動します。どのような状況で遭遇しても園児・児童・

生徒の人数を確認し、安全な場所へ避難誘導することが優先されます。 
また、引率先から学校または引率以外の教職員へ状況を速やかに連絡します。 

 
④ 登校、下校途上で遭遇した場合 
   園児・児童・生徒の登下校中に地震が発生した場合、園児・児童・生徒が自分で瞬

時に安全のための行動を選択し実践することが求められます。このようなことから、

平素より様々な災害を想定した上で、安全を確保するための行動シュミレーション

について十分に時間をかけて指導し考えさせておくことが必要です。実際に遭遇し

た場合、まず「カバンや持ち物で自分の頭を保護する」、次に「建物、塀、崖下、川

岸等からすぐ離れる」、「自動車は思わぬ動きをするので離れる」等の指導をしてお

きます。 
   また、地域の実状に応じた対応をすることが原則ですが、登校中に地震に遭遇した

場合は、可能ならばそのまま通学路を登校させ、下校中は、原則として安全に注意

しながら下校させる。交通機関を利用している園児・児童・生徒は、交通関係者の

指示に従い、決して自分勝手な行動をとらせないように指導しておきます。また、

避難の途中経路で園児・児童・生徒が集まり、互いに助け合うように指導します。 
   なお、学校に向かうかを判断するポイント地点を、あらかじめ通学路上に定めてお

くことも考えられます。 



 

◆ 障害のある園児・児童・生徒への対応 
通常学級に在籍している場合も、特殊学級に在籍している場合も、それぞれの学校に

おける緊急避難対応に従うことが原則です。ただその園児・児童・生徒の障害の状況

を日頃より全教職員で共通に理解しておき、いざというときにすぐ対応出来るように

訓練しておくことが必要です。車椅子の場合、あるいは背負って避難する場合、手を

引いて同行しなければ移動出来ない場合等それぞれの対応が準備されていなければ

なりません。障害のある園児・児童・生徒の場合、異常な状況であるという判断がと

っさにできにくいので、日頃より十分な訓練が必要になります。また、心臓病、癇癪

等をもつ園児・児童・生徒の場合、緊急時の対応について、保護者と事前に相談して

おく必要があります。バス等を利用している園児・児童・生徒がいる場合には、バス

運行中に地震が発生した場合を想定して、その対策を講じておく必要があります。 
 
３ 地震発生後の対応 
◆ 幼稚園・小学校・中学校での対応 
避難を開始するにあたっては、園児・児童・生徒の掌握を第一に考えなければなりま

せん。けが人の有無についての確認や、身体に障害のある園児・児童・生徒の避難確

保等、園児・児童・生徒全員を掌握し、避難を開始することが肝要です。 
また、次の点については、どのような場合にも共通する事項です。 
・ 園児・児童・生徒や教職員が、けが等をした場合は他に優先して応急手当をす

る（応急手当はけがの程度が重い者や避難に支障がある者を優先して行う）。 
・ 必要に応じ、救急車の手配をする（救急車の手配が不可能な場合も想定し、自

力で搬送可能な近隣病院を把握しておく必要がある）。救護所開設の場合は救護

所で対応します。 
・ 教育委員会やその他関係機関に被害状況等を報告する。報告先、報告方法につ

いては、事前に確認しておく。 
・ 電話等が非常に利用しにくくなることが想定されるので、あらかじめ電子メー

ル、災害用伝言ダイヤル、災害時優先電話など複数の通信手段を検討しておく

ことが必要です。特に、災害時の重要通信を確保するため、「災害時優先電話」

については、設置場所や使用方法について確認し、教職員に周知しておきます。 
   ※  資料６  資料７ 
・ 下校の可否は、地域の被害状況により判断します。 
・ 園児・児童・生徒は保護者へ引き渡します。保護者が来校するまでは、学校で

園児・児童・生徒の安全管理に努めます。交通機関を利用している場合は、教

職員が引率して下校するか学校で保護するなどの対応を行います。地域の住民

が避難してくることが予想されるため、園内・校内に園児・児童・生徒の保護

エリアとは別に住民の保護エリアを設定し混乱を避けます。 



 

① 校舎・園舎・建物の被害状況ごとの対応 
ア 火災が発生 

・ 園児・児童・生徒を園庭・校庭等、安全な場所に避難させる。 
・ 火災発生場所を認知したら他の教職員に通報し、初期消火に努める。また、最

適な避難経路を選び、避難場所へ誘導避難させる。 
・ 停電等で放送設備が使用不能となる場合は、非常放送設備を利用する。また、

ハンドマイク等の利用も考えられる。 
・ 避難が終了したら直ちに分担に従い、園児・児童・生徒の掌握やけがの程度等

を確認する。 
 
 イ 建物が損壊 
    建物が損壊するような地震の場合は、園児・児童・生徒の精神状態に平静さが欠

けてしまうことが予想されます。また、けが人が多く発生されることも予想され

るので、次の事項に留意する必要があります。 
・ 火災が発生しなければ、園児・児童・生徒の人員（名前）やけがの程度等を確

認し、二次災害に備え、担任等の誘導のもとに安全経路を確認しつつ順次避難

場所に避難誘導させる。また、園児・児童・生徒の掌握やけがの程度等を確認

する。 
・ 建物が損壊している場合は、ガラスの破片が飛散していることが多い。また、

避難中に余震等により割れたガラスが落下するといった危険性も考慮しておく。 
・ 校舎内を巡視して天井落下、壁の剥離、階段の崩壊等の被害状況を確認する。 

 
 ウ 建物が倒壊 
    被害状況が著しいので、園児・児童・生徒の安全確保のため大至急、脱出避難し

なければならない場合、次の事項について前もって留意しておく。 
・ 校長・園長（教頭）は状況を判断し、必要に応じて速やかに避難させる。 
・ 園児・児童・生徒を脱出避難させるにあたってはその場にいる授業担当の判断

にゆだねられる場合が考えられる。けが人がいる場合は、けがの状況を見極め

ながら早急に安全な場所に避難させる。 
・ 被害状況の把握を行う。管理職を含む複数の教職員で校舎内の巡視をするが、

目的は残留している園児・児童・生徒の救出等とし、施設の被害状況の把握は、

最終的には専門家（応急危険度判定士等）にゆだねる。 
・ 崖崩れ、地面の陥没等の危険な状態がないか、確認する。 
・ ガラスは、建物の高さの１／２の距離まで飛散する可能性がある。校舎（園舎）

の高さを確認し、校舎（園舎）に隣接する場所等校庭（園庭）の危険箇所を把

握しておく必要がある。 



 

 エ 建物に異常なし 
・ 担任等は管理職等からの避難指示を待つ。 
 

② 学校・幼稚園の教職員の対応 
・ 避難していない園児・児童・生徒や教職員の捜索や救出、救護にあたる。 
・ 避難した園児・児童・生徒の安全確保とけが等の応急処置にあたる。 
・ 臨時休校したときは、保護者と連絡をとり、引き取りの依頼をする。引き取ら

れない場合も生徒の状況などを保護者へ連絡するよう努める。 
・ 火災の場合は初期消火に努める。火災がなければ被害状況の把握に努める。 
・ 校庭（園庭）等、園児・児童・生徒が避難している場所が建物の破損や倒壊で

危険になったり、他からの情報で学校（幼稚園）が危険と判断した場合は別の

安全な場所へ避難する。 
・ 教育委員会への報告や指示、市町村・警察署・消防署・自治会等と連絡連携し

て情報収集に努める。 
 
◆ 障害のある園児・児童・生徒への対応 
   各学校・幼稚園の状況に応じて、帰宅あるいは学校・幼稚園待機等の措置をとり

ます。しかし、状況判断が適切にできない園児・児童・生徒も多いと予想される

ので、混乱に拍車がかかりパニック等になることも十分考慮して対応しなければ

なりません。 
 
４ 避難所としての対応 
   避難所の開設は、町が主体となり、自主防災組織等と施設管理者の協力を得て行わ

れます。避難所に指定されている学校は、日頃から町、自主防災組織等と話し合い、

避難者の受け入れ等の避難所運営に係る計画を策定するとともに、いざという時は

避難所運営を支援します。 
   なお、災害が発生した場合や、警戒宣言が発令された場合などの緊急時には、避難

所として指定の有無に関わらず、住民等が学校・幼稚園に避難してくることが予想

されるため、避難所に指定されていない学校・幼稚園においても、避難者に対して

適切な対応ができるよう、避難対策等に係る計画を定めておくことが重要です。 
     ※ 資料５ 
○ 避難所業務への協力等 

災害時において学校が避難所となった場合には、町長が行う災害応急対策が円滑

に行われるよう、学校は避難所の運営について協力します。 
校長は、町との協議・検討を踏まえ、あらかじめ教職員の具体的な職務分担、応

援体制等の計画を策定します。 



 

町との協議・検討に当たっては、次の事項について留意することが重要です。 
留意事項 

・ 学校は、避難してくる地域の人々を受け入れる部分について、収容人数を考慮し、

使用優先順位をあらかじめ決めておきます。 
・ 学校が避難所になると避難所の運営に協力することが期待されるので、学校内にお

ける防災組織の中で役割分担を明確にしておきます。 
・ 町の自主防災組織等と避難者の受け入れや、避難所運営等について定期的に協議し

共通理解を図ります。 
・ 避難所開設期間が長期化する場合には、学校施設の一部を避難所としたまま授業を

再開することを想定しておきます。 
 
○ 学校が避難所になった場合の対応 

避難所の運営については、本来的には町の災害対策本部長がその責任を有するも

のであるが、学校が避難所となった場合の対応としては次のようなことが考えら

れます。 
ア 児童・生徒等が在校している場合 
    児童・生徒等の在校中に発災した場合については、児童・生徒等の安全確保を第

一に対応し、被害の状況等を踏まえながら校長の指揮監督のもと教職員は避難所

の運営に協力するものとします。 
 イ 児童・生徒等が在校していない場合（夜間・休日） 
    学校は災害の発生や災害のおそれがあると判断した場合は、あらかじめ策定した

防災計画に従い防災対策本部を設置します。児童・生徒等の在校中に発災した場

合と異なり、教職員は主として避難所の運営に協力することが可能となります。 
    なお、夜間・休日等の勤務時間外に発災した場合には、教職員の参集に時間を要

し、避難所運営に係る業務に対応可能な教職員が限定されたものにならざるを得

ない可能性もあることを考慮する必要があります。校長は、緊急時の教職員の参

集体制を整備し、あらかじめ教職員に周知しておきます。 
校長が不在の場合は教頭が、また、校長、教頭が不在の場合はあらかじめ定めら

れた者が本部の適切な運営に努めます。 
 
○ 障害のある園児・児童・生徒やその家族への特別な避難場所としての対応 

障害のある園児・児童・生徒がより安定した避難生活を送るために、通常の避難

所での生活が困難であると思われる、障害のある子どもやその家族が避難できる

場所としてマンパワーや施設設備が確保されている盲・ろう・養護学校が望まれ

ます。また、非常時の物資確保や、福祉的・医療的なニーズを把握するマンパワ

ーの確保、障害のある園児・児童・生徒や家族のための支援体制づくりについて、



 

町の防災計画に位置付けて、事前に連絡・協力体制を築いておくことも重要です。

また、その事態になった場合を想定し、教職員間の共通理解を十分図っておくこ

とも大切です。 
 
○ 災害時における教職員の役割等 

災害時において教職員は園児・児童・生徒等の安全を確保するとともに、校長・

園長を中心として学校教育活動の再開を図ります。しかし、学校・幼稚園が避難

所となった場合には、町が行う災害応急対策が円滑に行われるよう、教職員は避

難所の運営について協力することとなります。 
教職員が、校長・園長の指示に基づき、避難所の管理運営業務に従事した場合は、

当該学校の管理業務の一環を担っているものと考えられるので、教職員の職務の

一部として取扱います。 
 
【Ⅱ】 日常の対策 
１ 基本的な考え方 
（１） 火災・地震等をあわせた防災計画を作ること。 
（２） 子どもの生命の安全確保を第一とすること。 
（３） 常時の管理・指導体制を確立しておくこと。 
（４） 指揮・命令系統を明確にし、日常の訓練も行うこと。 
 
２ 避難誘導の諸条件 
（１） 子どもの生命、身体の安全確保を最優先した防災計画であること。 
（２） 町が実施する地震防災対策をふまえたものであること。 
（３） 学校・幼稚園の所在する地域の諸条件を考慮した防災計画であること。 
（４） 警戒宣言に対し、迅速に対応できる防災計画であること。 
（５） 子どもの行動基準ならびに学校や職員の対処・行動が明確にされていること。 
（６） 全職員の共通理解がなされ、個々の分担が明確になされていること。 
（７） 警戒宣言発令後においては、緊急連絡等ができない事態を想定して、特に子どもの

引き渡しについては、保護者に十分理解されている対策計画であること。 
 
３ 施設・設備等の安全対策 
 学校・幼稚園の施設・設備等の整備により、日常的に安全点検を行うとともに、学期ご

とに定期的な点検を実施する。 
 地震が発生した場合は、特にガラスの破損やロッカーの転倒、火災や有毒ガスなどによ

る被害が予想されるので、常に予防対策を行い、保安状況を把握しておく必要がある。 
 



 

（１） 防災上必要な設備等 
区分 設備等 
消火 消火器、消火栓、水槽、水バケツ、防火扉 
避難・誘導 非常階段、救助袋、ラジオ、ハンドマイク、トランシーバー 

懐中電灯、ヘルメット 
医薬品 救急薬品、担架 
生活維持 非常食、飲料水、毛布、ビニールシート、テント、ロープ 

簡易トイレ 
 
（２） 火災・転倒等の予防対策 

区分 該当施設 確認事項 
ガラス、蛍光灯 教室、廊下等 ・割れて飛散しないか。 
ロッカー 教室、廊下 

昇降口 
・転倒したり、移動したりしないか。 

ガラス器具 
 

理科実験室 
実習室 

・転倒、落下し破損することはないか。 
・容器の多段積みは、していないか。 

ショーケース 廊下 ・転倒、落下し破損することはないか。 

薬品類 
医薬品類 

理科実験室 
保健室 

・収納戸棚は、転倒しないか。 
・混合発火をさけるため、薬品類は種類別に

収納しているか。 
・危険性の高い薬品類は、砂箱内等に収納し

ているか。 
・自然発火性の薬品類には、保護液を十分満

たしてあるか。 
ガス 理科実験室 

調理室 
給食室 
湯沸室 

・元栓は、閉めてあるか。 
・ガス管は老朽化していないか。 
・ボンベが転倒することはないか。 

石油ストーブ 
 

教室 
職員室 
事務室 

・まわりに引火物がないか。 

食器類 調理室 
給食室 
職員室 

・転倒、落下し、破損することはないか。 

油類 調理室・給食室 ・転倒・落下し、流失することはないか。 



 

工作機械・工作用

具等 
実習室 ・転倒することはないか。 

・落下することはないか。 
テレビ 教室 

職員室 
放送室 

・落下したり、転倒したりしないか。 

コンピュータ コンピュータ室 
職員室 
事務室 

・落下したり、転倒したりしないか。 
・移動したりしないか。 

ピアノ 音楽室 
体育館ステージ 

・移動したりしないか。 

金庫、文書庫 校長室 ・移動したりしないか。 
 
（３） 火災・転倒が生じた場合の対応策 

区分 確認事項 
火災 ・火災の原因を確認し、適切な方法による初期消火に努めるとと

もに、園児・児童・生徒を安全な場所に避難させる。 
破損 
転倒 

・ガラスの破片等鋭利な破損物で負傷しないように注意し、避難

経路を確保する。 
・容器の破損により薬品類が流失した場合は、適切な方法により

処理する。 
・余震により新たな破損・転倒が生じる場合があるので注意する。 

 
【Ⅲ】 防災体制のチェックリスト  

Ｎ０ 内容  
１ 年間計画に基づき、計画的に防災教育が行われている はい・いいえ 
２ 校内・園内の避難訓練が計画的に行われている 月  日 
３ 地域の防災訓練への参加が計画されている   月  日 
４ 警戒宣言などの時の対応についての共通理解  
（１） 園児・児童・生徒が在校（在園）中の場合 はい・いいえ 
（２） 登下校（登降園）中の場合 はい・いいえ 
（３） 夜間・休日の場合 はい・いいえ 
５ 大規模地震発生時の対応について  
（１） 園児・児童・生徒が在校（在園）中の場合 はい・いいえ 
（２） 登下校（登降園）中の場合 はい・いいえ 
（３） 夜間・休日の場合 はい・いいえ 



 

６ 夜間・休日における教職員の連絡体制が確立されているか  
（１） 参集開始の基準 はい・いいえ 
（２） 参集対象者 はい・いいえ 
（３） 参集に要する時間 はい・いいえ 
７ 教職員の役割分担が理解されているか はい・いいえ 
８ 校内・園内の防災関係施設（有・無）などとの連携 はい・いいえ 
９ 避難経路、避難場所の理解がされているか はい・いいえ 
１０ 校内・園内放送が使用できないときの連絡手段の検討はされて

いるか 
はい・いいえ 

１１ 校長・園長、教頭不在時の対応を想定しているか はい・いいえ 
１２ 障害のある園児・児童・生徒への対応を具体的に定めているか はい・いいえ 
１３ 非常持ち出し用重要書類の把握をしているか はい・いいえ 

 
【Ⅳ】 東海地震に関連する情報への対応 

 観測情報 注意情報、予知情報、警戒宣言（２・３日以内、数時間以内） 
特別な対応無し 臨時休校（園）、教育委員会へ

報告 
警戒本部の設置 

平常の活動 教職員の役割分担活動 校外・園外の教職員への指示 
情報収集 降園・下校対応、自宅待機 保護者への引き渡し 

情報収集、電話対応 担任、授業担当からの説明 
安全確保、校内点検 

学校・幼稚園での保護 

 
【Ⅴ】 地震への対応 

 
 

 保育中、授業中、指導中等 備考 
普通教室 
 

頭を保護する、防災頭巾をかぶる 
机の下にもぐる 
教職員は行動困難な園児、児童、生徒の介

助する 
特別教室 
体育館 
グラウンド 

身の安全を図る理解 
様々な形態での安全確保 
 

ストーブなどから離れる 
パニック状態の防止 
ヘルメット、防災頭巾 
消火確認、避難経路確認 



 

 

 
【Ⅵ】 避難所としての対応 

避難所計画 具体的な内容 備考 
運営主体 避難所運営委員会 

自主防災組織等 
施設管理者 
町職員 

校長は町と協議・検討 

運営協力 
 

避難者 
ボランティア 
教職員 

学校内における防災組織の

中での役割分担 

救援活動 県災害救援ボランティア支援センター 
ボランティア団体ネットワーク組織 

教職員は園児児童生徒の安

全確保を第一に対応 
運営業務 町災害対策本部からの情報収集・伝達 

避難者名簿の作成 
避難所生活のルールづくり 

園児児童生徒が在園、在校中

の場合と在園、在校していな

い場合との対応は異なる 
 
【Ⅶ】 地震対策マニュアルの記載例 
 １ 防災に係る年間計画 
 ２ 東海地震に関連する情報や警戒宣言発表時の園児児童生徒への対応 
 ３ 防災組織図  ※ 資料４ 
 ４ 役割分担 
 ５ 避難経路図・避難場所図 
 ６ 消火設備配置図・避難器具配置図 
 ７ 安全点検表 
 ８ 避難所運営計画 

職員室 
 
 
 

揺れがおさまった後、緊急放送をする 
放送方法、放送内容は事前に確認する 
安全確保、避難経路の確認、火元消火確認 
教職員の役割分担により緊急対応を行う 

ハンドスピーカーの整備 
全体への指示 
校（園）内外の状況把握 
ラジオなどによる情報把握 

始業前 
休み時間 
放課後 

主体的な判断による対応 
教職員の迅速な行動、指示 
 

放送等での指示 
校舎・園舎内外の安全確認 
職員室等への集合 

遠足 
校外学習 

その都度状況に応じた対応 
海岸部～津波への対応 
山間部～崖崩れ、山崩れからの避難 

パニック状態を避ける 
地域の人との連携 



 

地震講話豆知識のための資料 

【Ⅰ】地震の起こるしくみ 

 

 

   Ａは日本列島が載っている大陸プレート、Ｂは太平洋プレートです。 

 

①Ｂの太平洋プレートは大陸のプレートとの下へもぐり込みます。もぐり込む速さは太平

洋プレートで１年間に約３ｃｍです。つまりハワイは１年間に３ｃｍずつ日本に近づいて

いることになります。 

②Ｂ太平洋プレートは大陸のプレートの下へもぐり込むときに摩擦でＡ大陸プレートを引

きずり込みます。この結果できたのが日本海溝です。 

③引っ張られた大陸プレートが引っ張りに耐えられなくなると、バネのように元に戻りま

す。このとき大地震が起こります。 

これだけが地震の起こる仕組みではありませんが、今この地域で心配されているものは

このタイプの地震と考えられています 

 

【Ⅱ】主な地震の記録 

 

 年月日 西暦   震源地      被害状況 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 震度 

永享5.9.16 1433 相模    7.0  ７ 

明応7.8.25 1498 東海道 東海道全般大津波   8.4  ６ 

寛永10.1.21 1633 小田原 小田原城、箱根山倒壊死者150  7.0  ６ 

元禄6.11.23 1703 小田原 関東諸国被害大小田原最強  8.2  ７ 

天明2.7.15 1782 相模 小田原潰家1000余  7.0  ６ 

嘉永6.2.2 1853 小田原 小田原城倒壊 死者24潰家3300  6.7  ５ 

大正12.9.1 1923 関東大震災 死者99331 行方不明43476  7.9  ６ 

 2005       

 表を見ていただければ分かるとおり、小田原を震源とした大地震がたくさん起こっている

ことが分かります。一説によると関東大震災の震源も小田原だそうです。 

 



 

【Ⅲ】地震の周期性について 

 

 大地震は約７０年の周期で起こるといわれています。このことについて考えたいと  

思います。 

①地震学者河角広博士は過去の地震の記録等から６９年の周期で大地震が発生していると 

いう説を発表しました。現在は６９年の周期プラスマイナス１３年の危険期を含めて大 

地震の起こる可能性が指摘されています。 

②マグニチュード７以上の地震は２ｍ以上の大地のずれ（断層ができるとき）に起こるこ

とが分かっています。 

③太平洋プレートは１年間に約３ｃｍの速さで動いています。ということは大陸プレート

は１年間に３ｃｍほど引きずり込まれていることになります。２ｍほど引きずり込まれる

のに何年必要かというと２００ｃｍ÷３ｃｍ＝６６．６年です。７０年くらいたつと大陸

プレートは２ｍほど引きずり込まれていると考えられます。このことからも約７０年おき

に大地震が起きると考えることができます。 

 

  上記表の主な地震の間隔を計算してみましょう。 

 1433 1498 1633 1703 1782 1853 1923 2005 

間 隔   ６５  135  ７０  ７９  ７１  ７０  ８２  

ほぼ７０年ごとに地震が起こっていることが分かると思います。関東大震災から 

今年は８２年がたちます。いかに危険かおわかりいただけるでしょうか。 

 

【Ⅳ】震度とマグニチュードと津波について 

 

震度  観測地における地震動の強さを、体感や被害状況などの程度で区分した物 

    地震そのものの大きさだけでなく、震源からの距離や観測地の地盤の状況などに    

よっても変わってきます。例えば、軟弱な地盤のところは大きくなります。 

    ０～７までで１０段階（５と６が強弱に分かれる。）であらわします。 

 

  マグニチュード  

アメリカのリヒターという地震学者が唱えたもので地震の持つエネルギーの 

大小をはかる目安として使われています。マグニチュードが１つ大きく 

なると、地震波のエネルギーは約３２倍になります。 

 

     

 

 



 

段階 人間 屋内の状況 屋外の状況 

０ 人は揺れを感じない。   

１ 屋内にいる人の一部がわ

ずかな揺れを感じる。 

  

２ 屋内にいる人の多くが揺

れを感じる。眠っている人

の一部が目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物がわずか

に揺れる。 

 

３ 屋内にいる人のほとんど

が揺れを感じる。恐怖感を

覚える人もいる。 

棚にある食器類が音を立てるこ

とがある。 

電線が少し揺れる。 

４ かなりの恐怖感があり一

部の人は身の安全を図ろ

うとする。眠っている人の

ほとんどが目を覚ます。 

下げ物は大きく揺れ、棚にある

食器類は音を立てる。座りの悪

い置物が倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。歩いてい

る人も揺れを感じる。自動車を

運転していて、揺れに気付く人

がいる。 

５ 

（弱） 

多くの人が身の安全を図

ろうとする。一部の人は行

動に支障を感じる。 

下げ物は激しく揺れ、棚にある

食器類、書棚の本が落ちること

がある。座りの悪い置物の多く

が倒れ、家具が移動することが

ある。 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。電柱が揺れるのがわか

る。補強されていないブロック

塀が崩れることがある。道路に

被害が生じることがある。 

５ 

（強） 

非常な恐怖を感じる。多く

の人が行動に支障を感じ

る。 

棚にある食器類、書棚の本の多

くが落ちる。テレビが台から落

ちることがある。タンスなど重

い家具が倒れることがある。変

形によりドアが開かなくなるこ

とがある。一部の戸がはずれる。 

補強されていないブロック塀

の多くが崩れる。据え付けが不

十分な自動販売機が倒れるこ

とがある。多くの墓石が倒れ

る。自動車の運転が困難となり

停止する車が多い。 

６ 

（弱） 

立っていることが困難に

なる。 

固定していない重い家具の多く

が移動、転倒する。開かなくな

るドアが多い。 

かなりの建物で、壁のタイルや

窓ガラスが破損、落下する。 

６ 

（強） 

立っていることができず

這わないと動くことがで

きない。 

固定していない重い家具のほと

んどが移動、転倒する。戸がは

ずれて飛ぶことがある。 

多くの建物で、壁のタイルや窓

ガラスが破損、落下する。補強

されていないブロック塀のほ

とんどが崩れる。 

７ 

 

揺れにほんろうされ、自分

の意思で行動できない。 

ほとんどの家具が大きく移動し

飛ぶものもある。 

ほとんどの建物で、壁のタイル

や窓ガラスが破損、落下する。

補強されているブロック塀も

破損するものがある。 



 

 津波 地震による地殻変動によって、海底が隆起または沈降すると、その海域で海水 

が打ち上げられ、または入り込んで付近の海底面に高低が生じる。以後海水面が 

数回ないし数十回上下に揺動し波となって四方伝わり、これが湾や入江の近くに

なると急に波高を増して津波となる。 

近地津波は、早いものになると、地震発生後数分で沿岸に押し寄せる。（多くは１

０分～３０分）一方遠地津波のように、はるばる太平洋をわたり数時間から２０

時間以上かかって日本の沿岸をおそうものもある。 

 

 

【Ⅴ】暮らしの中の地震の備え 

 

１．日常の地震対策 

（１）家族防災会議  

いざ地震が起こった場合、とっさに適切な行動をすることは、なかなか困難なこ 

とです。そこで、地震時に家族の一人一人がどのように対処すべきか、普段から 

家族全員でよく話し合っておくことが必要になります。 

① 身の安全をはかることについて 家や学校、勤務先から避難する場所の確認。   

家族との連絡方法の確認（電話は不通になることが予想される。） 

② 地震発生直後の心がまえ、身の守り方、火の始末、避難経路の確保、初期消火の方法。 

③ 飲料水、食糧の備蓄、非常時持ち出し品の用意、点検 

 

（２）我が家の安全点検   

日頃から次のようなことに気を付けて家の中を見直してみましょう。 

① 火災の原因を断つこと  

石油ストーブなどの周辺に燃えやすい物を置かない。 

     日頃から風呂に水を張っておく。（異論あり） 

              消火器の使い方になれておく。 

② 家具類の転倒防止対策 

針金や固定金具などで家具を固定しておく。 

               家具の中にものを入れるとき、重いものを上に置かない。

どうしても上に置かなくてはいけない場合はなるべく奧の

方に入れる。 

                          家具には倒れやすい方向があります。倒れやすい方向にな

るべく人がこないような位置に家具を置きましょう。 

 

 



 

２．非常用品の用意 

  ①最低３日分程度の飲料水や食料 

②救急医薬品類・・軽い負傷は自分で手当てできるように 

 ③防災用品（トランジスターラジオ、懐中電灯、電池、ローソク、非常用燃料） 

 ④毛布、下着類、タオル、ちり紙、簡易トイレ 

  ⑤現金、貴重品 

 

 

３．地震発生時の心がまえ 

 

（１）家庭にいるときは 

①あわてて外に飛び出すな   屋根瓦、ガラスの破片、看板などの落下物の危険が

大きく、安全とはいえません。様子を見て、危険を

感じるまで家の中にいる方が安全といえます。この

間に座布団を用意したり、靴を履くなどしておきま

しょう。ゆれがおさまったり、家がつぶれそうなど

の危険を感じたら素早く外へ避難しましょう。    

くれぐれも素足で逃げることは禁物です。マンショ

ンなどでは、鉄扉が建物のゆがみで開かなくなる可

能性があるので、玄関のドアは素早く開けておきた

いものです。 

②柱や壁の多い方へ逃げよう。 家屋が倒壊するようなときでも、柱や壁の多い風呂

場や便所などは比較的つぶれにくいといえます。 

③２階から無理に逃げ出すな  つぶれた家屋をみると、１階はつぶれても、２階は

そのまま無事であることが多くあります。 

④丈夫な家具で一時避難    机やベッドなど丈夫で幅の広い家具に身を寄せて安

全を確保します。 

 

（２）ビルの中にいるときは 

①グラグラ揺れてもまず大丈夫   最近のビルは耐震性が考慮されていますのでビ

ルの中はまず安心といえます。ただし、窓際に

行くことはガラスが割れて飛び散ることも考え

られるので危険です。 

②出入り口や階段に殺到するな   あわてふためいた人が、先をあらそって出入り

口に殺到して被害を大きくすることが多々あり

ます。何より落ち着いた行動が必要です。 



 

③ビルの外よりむしろ中の方が安全 ビルの外は、看板、タイル、窓ガラスの破片な

どが落ちてくるおそれがあるので外へでること

は危険といえます。ビルの近くを歩いていると

きは、ビルの中へ逃げ込んだ方がむしろ安全で

す。 

（３）外出先で地震にあったら  

    付近の状況をよく見て冷静に行動することが大切です。人が集まるところで一番

怖いのはパニックです。「人が行くから」ではなく、いざというときに自分自身が

正しく判断できるように日頃から心がまえをしておくことが大切です。また、普

段からよく出かけていくところではいざというときにどのように行動すればよい

か考えたり、危険個所の確認をしておきましょう。 

 

（４）自動車を運転しているときは 

①地震を感じたら消火、救急、避難などの活動のじゃまにならないように車を道路

の左側に一旦停止させて、カーラジオをつけ情報を収集します。 

②車を無理に動かそうとせず、現場の警察官の指示に従うことが大切です。 

③万一車をおいて避難するときは、車の鍵を付け、ドアのロックをせずに逃げます。 

 

（５）デマで動かず正しい情報で行動する。   

    大地震時には、情報通信網が混乱し、正しい情報がつかみにくくなる上に、人々

は心理的に動揺しています。そこに発生したデマ等により人々が勝手行動をとる

と、パニック状態を引き起こす結果となります。そこで、ラジオなどで正しい情

報を得たり、防災放送などから情報を得るなどして、決して無責任な噂や出所不

明の情報により行動したりすることの無いようにしましょう。パニックは一人一

人が正しい情報により冷静な行動をとることで防ぐことができます。 
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